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保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
☎
66
◆

1
1
0
2

国
民
健
康
保
険
税　

☎
66
◆

1
1
7
2

保
険
料（
税
）の
納
付
は
口
座
振
替
を

口
座
振
替
納
付
は
保
険
料（
税
）

を
納
期
限
に
預
貯
金
口
座
か
ら
振

り
替
え
て
納
付
す
る
方
法
で
、
大

変
便
利
で
す
。

取
引
金
融
機
関
な
ど
へ
通
帳
、

通
帳
印
を
持
っ
て
、
口
座
振
替
依

頼
書（
金
融
機
関
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料（
税
）
が
年
金
か
ら
差

し
引
か
れ
て
い
る
方
で
も
、
口

座
振
替
納
付
の
手
続
き
後
、
口

座
振
替
依
頼
書（
控
）
と
印
鑑

を
持
っ
て
保
険
年
金
課
へ
届
け

出
る
こ
と
に
よ
り
、
口
座
振
替

へ
変
更
が
で
き
ま
す
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

原
則
、
年
金
か
ら
の
差
し
引
き

で
す
が
、
加
入
当
初
は
納
付
書
に

よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

年
金
支
給
額
に
よ
っ
て
は
、
年
金

か
ら
差
し
引
き
が
で
き
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
税

新
規
加
入
の
場
合
、
口
座
振
替

納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
一
定
の
条
件
で
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

農
林
水
産
課 

☎
66
◆

1
1
2
6

有
害
鳥
獣
の
駆
除
に
ご
協
力
を

有
害
鳥
獣（
カ
ラ
ス
、
ヒ
ヨ
ド

リ
、
カ
ワ
ラ
バ
ト（
ド
バ
ト
））に

よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
防
止
の
た

め
に
、
銃
具
に
よ
る
駆
除
を
行
い

ま
す
。
被
害
を
受
け
て
い
る
農
家

の
方
は
、
有
害
鳥
獣
駆
除
要
望
書

（
農
林
水
産
課
、
Ｊ
Ａ
各
支
店
に

あ
り
ま
す
）を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

と
　
き　
５
・
６
・
７
・
９
月
・

　

平
成
30
年
３
月

　

第
２
・
第
４
日
曜
日

　

日
の
出
～
日
没

と
こ
ろ　
住
宅
地
を
除
く
市
内
全
域

予
防
課 

☎
68
◆

0
9
3
8

危
険
物
取
扱
者
試
験

と
　
き　

 

６
月
11
日
㈰

と
こ
ろ　
愛
知
大
学
豊
橋
キ
ャ
ン

パ
ス

対
　
象　
高
校
生
以
上
の
方

種
　
類　
甲
種
・
乙
種
全
類
・
丙
種

申
し
込
み　
５
月
８
日
㈪
～
17
日

㈬
に
直
接
・
郵
送
・
電
子
申
請

（
消
防
試
験
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

で
所
定
の
願
書（
消
防
本
部
、

消
防
署
東
部
・
西
部
出
張
所
に

あ
り
ま
す
）を
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
愛
知
県
支
部（
〒
460-

０
０
０
１
名
古
屋
市
中
区
三
の

丸
３-

２-

１
愛
知
県
東
大
手
庁

舎
６
階
）へ
。

環
境
清
掃
課 

☎
57
◆

4
1
0
0

空
き
地
の
管
理
に
つ
い
て

あ
な
た
の
所
有
し
て
い
る
空
き

地
な
ど
で
雑
草
が
繁
茂
し
た
り
、

樹
木
の
枝
が
敷
地
外
ま
で
伸
び
た

り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

空
き
地
な
ど
に
雑
草
が
繁
茂
し

て
い
る
状
態
は
、
害
虫
の
発
生
、

ご
み
の
不
法
投
棄
、
放
火
や
犯
罪

の
発
生
が
心
配
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

樹
木
の
枝
が
敷
地
外
に
伸
び
る
こ

と
で
交
通
に
支
障
が
出
た
り
、
近

所
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま

す
。定

期
的
な
除
草
や
樹
木
の
枝
の

剪
定
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
自
身
で
除
草
な
ど
が
で

き
な
い
場
合
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
（
☎︎
69
◆

０
３
１
６
）や
専

門
業
者
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

① 読む箇所の分担
― 取材をした「１班」は
総勢９人。まずは校了し
たばかりの新しい広報
を手に、負担が偏らない
よう読む箇所を9 等分

する。「○○さん今回大変だから、私がここを･･･」と
いった、仲間を思いやる声が飛び交っていた。

② 録音と校正
― その後、原稿を自宅に持
ち帰りCDに音訳を録音す
る。後日録音したCDを持ち
寄り全員で聞き合わせ、発
音や文脈に違和感がないか
どうか確認し合う。

見る・知る・学ぶ

③ 完成
― 校正後各自で再度音訳を録音し、完成。基本はCD
に録音しますが、カセットテープで聞きたい方もいる
ので、ニーズに合わせて記録媒体を選んでいる。広報
紙の発行日は毎月25
日。音訳の完成は広
報紙発行になるべく
合わせているため、
ここまでの工程は約
10日という急ピッチ
で行われる。

「広報がまごおり」の、音訳版が作成されているのをご
存知ですか？今回は声の広報がどのように出来上がる
のか取材してきました。

　広報の内容を知りたい視覚障がいのある方から音訳してほしい
という要望が市にあり、市から依頼を受けグループを結成。広報
などの音訳の活動が始まった。現在では会員数は28人まで拡大
し、3班に分かれ広報の音訳を行う。

音訳グループ「声」

録音時は周りの音にとても注意してい
るという。時計の音でも録音されてし
まうため、過去には押し入れの中で
録音したという人も。

ここが
ポイント！


